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◎インターネット申込み前の事前準備（建築設備検査員講習） 
 

 
 

 
申込期間・受講料の入金期限 

インターネットによる申込み期間 
令和７年 8 月 5 日（火）10:00 

～9 月 24 日（水）17:00 

受 講 料 の 入 金 期 限 申込後 10 日以内 
※支払い期限を経過すると支払いができなくなります。その場合は、事務局へご連絡ください。 

※インターネットによる申込者情報の入力、顔写真及び書類のアップロードだけでは受付とはなりません。

受講料のお支払いを済ませた時点で受付完了となります。 
※各開催地とも定員に達し次第、申込受付期間中でも締め切ります。 
※キャンセル待ちはお受けしていません。 

 

１．メールアドレスの確認 
申込み時にメールアドレスを登録していただきます。必ず本人が確認できるメールアドレスをご登録く

ださい。なお、同一のメールアドレスで複数の登録はできません。 
 

２．顔写真データの作成 
正面・無帽・無背景で半年以内に撮影した、鮮明な顔写真の画像（JPEG 形式・カラー）をご用意く

ださい。デジタル写真の場合、加工修正したものや、不鮮明なものは受付できません。 
スマートフォンから直接撮影することも可能です。 
 〔注意事項等〕 

◆使用可能な顔写真の条件は下記になります。 
カラー写真 
6 か月以内に撮影されたもの 
明るく、鮮明に写っている 
サングラスやマスク、マフラーなどで、顔が隠れていない 
正面を向いている 
加工修正されていないもの 

 
◆ 推奨される画像ファイルの仕様は下記になります。 

ファイル形式    ：jpeg 
カラーモード    ：RGB 
ファイル容量    ：2MB 以下 
画像縦横比     ：3×4 
推奨ファイルサイズ ：横 300 px、縦 400 px 

 
３．申込み区分に伴う申込みに必要な書類の取得 

「申込方法等－④【参考】建築設備検査員の受講資格及び受講申込みで提出する書類（早見表）」よ

り、該当する申込み区分の必要書類を確認し、「書類入手先・入手方法等」を参考に書類を準備してく

ださい。 
申込み時に書類をアップロードしていただきますので、書類ごとに PDF 形式で準備してください。 

  

インターネット申込み時に、顔写真、申込みに必要な書類をアップロード

していただきますので、必ず事前にご準備ください。 
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※勤務先・在職期間を確認するための書類です。 

※公務員の方は共済組合の「加入期間確認記録票」

でも可。 

この書類は年金事務所で発行するもので、厚生年金等の加入期間等を確認するための書類です。年金事務所・

年金相談センターの窓口、郵送、WEB（電子版）、マイナポータル等から取得できます。 

詳細については、「日本年金機構ホームページ」ねんきんネット（https://www.nenkin.go.jp/n_net/）でご確

認ください。WEB（電子版）、マイナポータルは事前の登録が必要となります。 

なお、発行までに日数を要する場合がございますので、余裕を持ってお手続きください。 

（注意点） 

① 申込み年の４月１日以降に発行されたものを提出してください。 

② お勤め先名称が記載されていること。（記号不可） 

③ 在職期間が記載されていること。 

※ 住所が現住所と異なる場合、現住所を余白(名前の下)等に手書きで追記してください。 

 

【取得先】 

〔① ねんきんネット〕 https://www.nenkin.go.jp/n_net/ 
 

１．「ねんきんネット」にログインする。 

２．〔通知書を確認する〕を選択し、「電子版『被保険者記録照会回答票』」をダウンロードする。 

 

 
 

〔② マイナポータル〕https://myna.go.jp/ 

１．マイナンバーカードを利用して、マイナポータルにログインし、「ねんきんネット」を選択する。

※マイナポータルからねんきんネットに連携が必要です。 

２．《通知書を確認する》を選択し、『電子版「被保険者記録照会回答票」』をダウンロードする。 

 

                 

  【見本１】 【見本２】（職歴原簿参照）の全てのページを提出してください。 

「被保険者記録照会回答票」について   

https://www.nenkin.go.jp/n_net/
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
https://myna.go.jp/
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●申込者本人が事業主で、実務経験年数期間中に「国民年金期間」又は「年金未加入期間」があ

る場合は、その期間を証明する公的な書類が別途必要となります。 

【別書類の例】 

会社員の場合 

雇用保険被保険者資格取得届出

確認照会回答書 

※職業安定所発行 

・受講申込者の氏名、事業所の名称、資格取得年月

日が記載されていること 

・申込者が事業主

（代表者）の場合 

 

・個人事業主の場合 

確定申告の写し 

※被保険者記録照会回答票で確認

できないすべての年度分が必要。 

・受講申込者の氏名が記載されていること 

・職業（屋号・雅号）が記載されていること。 

・提出先税務署等の受付印又は証明書があること 

傷害保険等の写し 

※被保険者記録照会回答票で確認

できないすべての年度分 

・勤務先名が記載されていること 

・受講申込者の氏名が記載されていること 

・保険会社の会社名（社印）があること 

・加入期間が記載されていること 

一人親方労災保険加入証明書 

※被保険者記録照会回答票で確認

できないすべての年度分 

・受講申込者の氏名が記載されていること 

・業種（職種）が記載されていること 

・加入期間が記載されていること 

・労働保険事務組合名（社印）があること 

※上記以外に、公的な書類で、受講申込者の氏名、勤務先、在職期間を証明する書類があればお問い合わせ

ください。 

書類と同等と認められれば確認書類として提出可能です。 

なお、親会社又は系列会社の証明、給与明細、源泉徴収票等は確認書類にはなりません。 
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※勤務先・在職期間を確認するための書類です。勤務先によって

は「個人台帳」、「在職証明書」、「勤務台帳」等 

 

 「労働者名簿」とは、事業主（使用者）が、各事業場ごとに労働者の数に関係なく、全ての労働者について厚

生労働省で定められている事項を作成しているものです。 

 勤務先の総務関係部署等にお問い合わせいただき、取得してください。 

 なお、保存期限が５年間の為、退職後５年経過した場合は、労働基準法第２２条に基づく「退職時等の証明」

の交付を前勤務先に請求してください。 

 

 ※現在の勤務先若しくは、実務経験の対象となる最終勤務先のみ提出してください。 

 

書 類 名 備  考 

労働者名簿 

労働者名簿に記載しなければならない必要事項は、 

① 氏名、② 生年月日、③ 性別、④ 住所、 

⑤ 従事する業務の種類（労働者数が 30人未満の事業場は不要）、 

⑥ 雇入れ年月日、 

※⑦ 解雇又は退職の年月日及びその事由（退職の事由が解雇の場合はその理由

を含む）、  

※⑧ 死亡の年月日及びその原因、⑨ 履歴 

※⑦⑧は該当しない場合、記入がなくても可。 

退職証明書 

現在、業務に携わっていない場合、若しくは、実務経験に関する会社に勤務され

ていない場合、実務経験を有する前勤務先に「退職証明書」の交付を受け、提出し

てください。 

履歴事項全部証明書、 
保守契約書等 

 

申込者が代表者（経営者）の場合、「労働者名簿」に代わる書類として、法務局

発行の最新の「履歴事項全部証明書」等を提出してください。 

法人登記していない場合は、「保守契約書」、「工事請負契約書」、「発注書」の写

し等を提出してください。 

その場合、会社名・申込者氏名（会社代表者名）・契約期間・契約先会社名・社

印が記載されている書類を対象とし、在職期間が確認できる書類をすべて提出して

ください。 

 

※労働基準法－抜粋－ 
（労働者名簿） 
第１０７条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）について

調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければ

ならない。 
２ 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければ

ならない。 
（記録の保存） 
第１０９条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する

重要な書類を五年間保存しなければならない。 
（退職時等の証明） 
第２２条 労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又退職の

事由（退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。）について証明書を請求した場

合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

「労働者名簿」について 
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※「申込方法等－③実務経験等証明書（Excel）」を
ダウンロードし、作成してください。 

 
１．「Ａ.学歴」、「Ｂ.実務経験の内容」を入力又は項目選択をして作成してください。 
２．印刷後、「Ｃ．勤務先証明」欄の記入・押印、「Ｄ．申込者署名」欄を自筆で記入してください。 
３．申込み時に書類をアップロードしていただきますので、署名・押印後、PDF 形式（カラー）で

準備してください。 
 

〔受講区分〕 「申込方法等－④【参考】建築設備検査員の受講資格及び受講申込みで提出する書類

（早見表）」を確認し、該当する区分を事前に確認してから作成してください。 

 なお、区分Ⅰ⑦、区分Ⅰ⑨、区分Ⅱ、区分Ⅲ、区分Ⅳに該当する方は、「実務経験等証明書」

を印刷し、「Ｄ．申込者署名欄」のみ記入（自筆）してください。 

 

〔Ａ．学歴〕 義務教育を除き、すべての学歴を正確に記入してください。なお、最終学歴が「中学校」の

場合のみ、「中学」欄を記入してください。 

 

〔Ｂ．実務経験の内容〕 建築設備に関する実務について、該当する内容を選択し、実務に携わった期間を

正確に記入してください。「被保険者記録照会回答票」、「労働者名簿」により確認

いたします。 

「実務期間」は、最終勤務先で 8月 31日まで継続して実務に携わる場合は、８月

３１日まで算入可能です。 

 

〔Ｃ．勤務先証明欄〕 現在又は最終の勤務先より、署名・押印を頂いてください。なお、証明者は、部長

職以上（役職印を有する方）となります。 

※証明者は、申込者の記載内容について、正確であるかの確認を行い、証明欄に記入及び押印して

ください。なお、実務経験の確認の為、追加資料等の提出をお願いする場合がございます。 

 

〔Ｄ．申込者署名欄〕 申込者本人が自筆で署名してください。 

 

◎申込者本人が事業主の場合の勤務先証明欄 

証明は、ご自身での証明となります。なお、証明印は、個人の認印は不可となります。個人の認印を役職

印としている場合、そのことがわかる書類（法人登録の印鑑証明又は実際に使用している契約書の写し等）

も提出してください。 

別途、履歴事項全部証明書又は契約書等の写し等を（甲乙の記載・押印があるもの）を提出してください。 

 

◎社印・役職印について 

 ① 社印（会社名のみの印）・・・角印   

 ② 役職印（部長職以上の役職名が入った印）・・・【例】代表取締役、所長、部長 等 

 ③ 社印・役職印（会社名及び役職名の両方が入った印）・・・実印（丸印） 

 

   ①【社印】の例                     ③【社印・役職印】の例 

 

 

 

 

※②個人印を役職印として使用している場合、それがわかる書類（印鑑証明又は契約書等でその印を

使用しているもの）の写しを添付してください。 

※③があれば、①②両方をまかなうので、押印は③のみで結構です。  

「役職名」が記載 

されている 

見本 
見本 

「実務経験等証明書」について 
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 「申込方法等－④【参考】建築設備検査員の受講

資格及び受講申込みで提出する書類（早見表）」を

確認して、受講区分を選択してください。 

実務期間を記入して

ください。 

最終勤務先で 8 月

31 日まで継続して

実務に携わる場合

は、8 月 31 日まで

算入可能です。 

印刷後、自筆で記入して

ください。 

【記入例】 

【種別】を選択し、該当

リストから選択してくだ

さい。 

実務の内容リストから、実務

内容を選択してください。 


